
国際大会出場奨励金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、苫小牧市補助金等交付規則（平成３０年３月３０日規則第９号）に基づき、世界

規模のスポーツ大会に出場する者の栄誉を称え、活躍を祈念するとともに、市のスポーツ振興及びス

ポーツ活動に対する市民の意識高揚を図るため、国際大会出場奨励金（以下「奨励金」という。）を交

付することについて、必要事項を定めるものとする。 

(対象大会) 

第２条 奨励金の対象となるスポーツ大会(以下「大会」という。)は、以下のとおりとする。 

⑴ オリンピック競技大会 

⑵ パラリンピック競技大会 

⑶ デフリンピック競技大会 

⑷ スペシャルオリンピックスワールドゲーム 

⑸ 前号以外で国際競技連盟が主催する世界規模の大会 

（交付対象者） 

第３条 交付の対象となる者は、前条に掲げる大会に予選又は選抜・選考により日本代表として出場す

る選手のうち、大会当日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、大会出場の登

録選手等に該当する者とし、監督、コーチ、マネージャー等は含まない。 

⑴ 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者 

⑵ 市内に活動の拠点を有するスポーツ団体等に所属している者 

 ⑶ その他市長が認める者 

（申請者） 

第４条 奨励金の申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 選手本人又は選手の保護者 

⑵ 選手が所属しているスポーツ団体等の代表者 

⑶ その他市長が認める者 

（奨励金の額）  

第５条 奨励金の額は、別表１のとおりとする。 

（交付申請）  

第６条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大会の２週間前（土曜日、日

曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる場合はその

前日）までに国際大会出場奨励金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出し

なければならない。  

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 大会参加者名簿（様式第２号） 

⑵ 大会要項 

⑶ 代表選出・大会出場等が証明できる書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定及び額の確定）  

第７条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めると

きは、国際大会出場奨励金交付決定通知書兼確定通知書（様式第３号）により通知する。  

 （交付申請の取下げ）  

第８条 前条の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定等の内容又はこ



れに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から１４日以内に、申請の取下げをす

ることができる。  

２ 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る奨励金の交付決定等はなかったもの

とみなす。  

（交付の時期及び請求）  

第９条 奨励金は、第７条の規定により交付決定及び額の確定をした後に交付するものとする。 

２ 交付決定者は、奨励金の交付を受けようとするときは、国際大会出場奨励金請求書（様式第４号）

を市長に提出しなければならない。  

３ 交付決定者が前項の規定に基づき奨励金を請求するにあたり受領者が交付決定者と異なる場合にお

いては、委任状（様式第５号）を添付し、市長に提出しなければならない。 

（実績報告）  

第１０条 交付決定者は、大会終了後１か月以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに国

際大会出場奨励金実績報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなけれ

ばならない。  

⑴ 大会成績報告書（様式第７号） 

⑵ 大会結果のわかるもの 

⑶ その他市長が必要と認める書類  

（奨励金の返還）  

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当し、既に奨励金の交付を受けているときは、

奨励金を返還させることができる。  

⑴ 大会が中止され、又は大会に参加しなかったとき。 

⑵ 大会出場に関し、不正その他不適切な行為をしたとき。 

⑶ 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。  

⑷ 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

⑸ この要綱に基づく指示に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により返還を求めるときは、返還命令書（様式第８号）により、期限を定めて

返還を命じるものとする。 

（違約加算金及び違約延滞金）  

第１２条 交付決定者は、前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは、当該奨励金が補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」という。）第２条第

４項に規定する間接補助金等であるとき又はやむを得ない事情があると市長が認めるときを除き、そ

の命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該奨励金の額（その一部を納付し

た場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき法第１９条に規定する割合で

計算した違約加算金を市に納付しなければならない。  

２ 交付決定者は、奨励金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかった場合は、やむを得な

い事情があると市長が認めるときを除き、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付

額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき法第

１９条に規定する割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。  

（奨励金に係る経理）  

第１３条 交付決定者は、奨励金に係る経理についてその収支を明確にした証拠書類を整理し、当該交付

年度の翌年度から５年間保存しなければならない。  

（暴力団等の排除）  

第１４条 市長は、交付決定者が苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２７年条例第３３号）

第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第４項に規定する暴力団関

係事業者（以下「暴力団等」という。）に該当するか否かについて、必要に応じ照会を行うものとする。  



２ 市長は、交付決定者が暴力団等に該当することが判明したときは、当該暴力団等に補助金を交付し

ない旨の決定をするものとする。  

３ 市長は、奨励金の交付決定を受けたものが暴力団等に該当すると判明したときは、当該暴力団等に

係る奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている奨励金の返還を命じるものとする。  

（その他）  

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


